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貯蓄機能のみ(扶養機能がない)








1章　現状


掛金建ての企業年金を導入する企業が増えていること、また今後増えていく可能性が高いことを述べる。


2章　給付建てから掛金建てへの移行の考察


1章で述べた現状や今後の流れについて、国・年金加入者・企業のそれぞれの立場から考察をする。


3章　結論


企業年金の掛金建てへの移行は進めるべきなのか。進めるべきでないなら何をすべきなのか。


























章構成

















扶養機能と貯蓄機能








　政府の立場から「給付建てから掛金建てへの移行」を否定する根拠として、以下のふたつをあげる。


　どちらも掛金建ての企業年金には「互いに助け合う」という扶養機能がないことが前提にある。























悪いこと


・加入者に投資教育をする必要がある。


・優秀な人材を逃す可能性がある(加入者にとって都合が悪い制度なら)








よいこと


・運用利回りが想定を下回った時のリスクがない。





　加入者の立場から掛金建ての企業年金を考えると、以下のことがいえる。





2章 「給付建てから掛金建て」の考察－企業の視点











「企業年金は給付建てから掛金建てへと移行するのは必然」という世間の流れに対して疑問を投げかけてみる。





この点を強調して








というふうに結論付けるつもり。





掛金建てへの移行は加入者にとってよいことではない。





悪いこと


・将来の給付額が確定していない。








よいこと


・積立金が企業とは別に管理されているため、給付額が減額される可能性がない。


・転職を重ねる人でも不利にならない。(給付建ての制度では多くの企業は長期勤労者を優遇しているため)








　加入者の立場から掛金建ての企業年金を考えると、以下のことがいえる。





2章 「給付建てから掛金建て」の考察－加入者の視点











　しかし1990年は5.1人の現役世代で1人の高齢者を支えていた国民年金では、2020年には2人の現役世代で1人の高齢者を支えなければならないというように、賦課方式である公的年金は少子化に弱いため、今後もこれまで通り安定した運営を維持できるとは限らない。そのため企業年金から扶養機能を取り去り、公的年金の重要性を現在よりも引き上げることは得策ではない。











これまでと同程度の扶養効果を維持すれば、公的年金の重要性が高まる。





　企業年金が給付建てから掛金建てへと移行するということは、これまで公的年金と企業年金が担ってきた扶養機能を公的年金に集中させるということ。














・「掛金建てへの移行は社会保障縮小という国の方針に反している」という根拠


上でも述べたように、企業年金を給付建てから掛金建てへと移行させることは、長生きリスクに備える扶養の機能を公的年金に集中させるということであり、これまでと同程度の扶養効果を維持しようとすれば、社会ほ初としての公的年金を強化する必要がある。


しかしこれは医療費の負担増等で長年にわたって社会保障の縮小を続けてきた政府の方針と逆行しているものである。











・「賦課方式である公的年金に扶養機能を集中させるべきでない」という根拠








任意で行う貯蓄








企業年金(掛金建ての場合)





企業年金(給付建ての場合)





厚生年金





国民年金





2章 「給付建てから掛金建て」の考察－国(政府)の視点














